
 
 

○ 総 務 省 告 示 第 四 十 号  
無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） 第 四 十 九 条 の 十 四 第 五 号 ホ 及 び 同 条 第

十 一 号 ニ の 規 定 に 基 づ き 、 四 三 三 ・ 六 七 ㎒ を 超 え 四 三 四 ・ 一 七 ㎒ 以 下 及 び 一 〇 ・ 五 ㎓ を 超 え 一 〇 ・ 五

五 ㎓ 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 特 定 小 電 力 無 線 局 の 無 線 設 備 に 係 る 表 示 の 方 法 を 次 の よ う に 定 め

る 。  

な お 、 平 成 十 八 年 総 務 省 告 示 第 六 百 五 十 七 号 （ 四 三 三 ・ 六 七 ㎒ を 超 え 四 三 四 ・ 一 七 ㎒ 以 下 及 び 一 〇

・ 五 ㎓ を 超 え 一 〇 ・ 五 五 ㎓ 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 特 定 小 電 力 無 線 局 の 無 線 設 備 に 係 る 表 示 の

方 法 を 定 め る 件 ） は 、 廃 止 す る 。  

令 和 七 年 二 月 二 十 七 日  

総 務 大 臣  村 上 誠 一 郎  

一  四 三 三 ・ 六 七 ㎒ を 超 え 四 三 四 ・ 一 七 ㎒ 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 設 備 （ 設 備 規 則 第 四 十

九 条 の 十 四 第 五 号 イ に 規 定 す る 特 定 小 電 力 無 線 局 の 無 線 設 備 に 限 る 。 ） は 、 筐
き ょ う

体 の 見 や す い 箇 所

に 、 当 該 無 線 設 備 は 国 際 輸 送 に 係 る 場 合 に お い て の み 電 波 の 発 射 が 可 能 で あ る 旨 が 付 さ れ て い る こ

と 。  

二  一 〇 ・ 五 ㎓ を 超 え 一 〇 ・ 五 五 ㎓ 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 設 備 は 、 筐 体 の 見 や す い 箇 所

に 、 当 該 無 線 設 備 の 送 信 は 屋 内 に お い て の み 可 能 で あ る 旨 が 付 さ れ て い る こ と 。  


